
 

令和 8 年度 帯状疱疹ワクチン 実施フロー 
 
 

今年度からここが変わります！ 

●接種券が届く！ ２回分の接種券＋接種済証がセットになって運用開始 

●記入が楽に！ 接種券を予診票に貼るだけで、住所・氏名の記入を省略できます。 

●再発行 OK！ 紛失した場合は再発行します（※当日再発行は不可、後日郵送）。 

 

 

１．接種券の使いかた 

生ワクチン（1回接種）の場合 

・接種券の【1回目】【2回目】両方の券を切り取ります。 

・【【1回目】の券を予診票に貼付し、【2回目】は医療機関で破棄してください。 

・一番上の【接種済証】に日時等の記入とロットシールを貼付。 

・【【接種済証】を接種者へ渡し、保管しておくよう伝えてください。 

 

 

不活化ワクチン（2回接種）の場合 

●1回目接種時 

・医療機関が【1回目】の券を予診票に貼ります。 

・一番上の【接種済証】に日時等の記入とロットシールを 

貼付。 

・【【接種済証＋2回目】の券は接種者が持ち帰ります。 

●2回目接種時 

・医療機関が【2回目】の券を予診票に貼ります。 

・一番上の【接種済証】に日時等の記入とロットシールを貼付。 

・接種者へ一番上の【接種済証】を渡し、保管しておくよう伝えてください。 

 

困ったときは… 

■【接種券をなくした場合（再発行） 

申請方法：健康推進課へ電話してください。 

「氏名・生年月日・接種歴」を伝える。 
受取方法：すべて“郵送”となります。被接種者の自宅に届きます。 

ご注意ください【  窓口での当日発行はできませんので、余裕を持って再発行申請してください 

■【真庭市へ転入された方 

転入等で真庭市の接種券をお持ちでない方は、健康推進課へお電話ください。新規発行いたします。 

 

 

接種者に渡す 

×破棄 

予診票に貼付 

←記入 
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【１回目】 

 

接種者に渡す 
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【２回目】 

お問合せ先 
真庭市役所健康推進課 
TEL0867-42-1050 

真 庭 市 
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医療機関用 


